
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
三
号
（
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三 

受
講
料 

 

イ 

前
号
イ
の
場
合 

一
万
六
千
円 

 

ロ 

前
号
ロ
の
場
合 

二
万
円 


